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第１章 計画策定の趣旨等 

 

１ 計画策定の趣旨 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、過労、生活

困窮、育児や介護の疲れ、いじめや孤立・孤独など様々な社会的要因が絡み合

い、心理的に追い込められた末の死であり、自殺に追い込まれるという危機は

「誰にでも起こり得る危機」です。 

 我が国の自殺対策は、平成１８年に自殺対策基本法の施行とともに、「個人

の問題」と考えられがちであった自殺が「社会の問題」と深くかかわっている

ことが再認識されたことで、全国的に、また総合的に自殺対策政策が推進され

ています。その取り組みの成果もあり、我が国の自殺者数は一時減少してきま

したが、令和２年度以降の新型コロナウイルス感染拡大の影響などから増加に

転じ、依然として２万人を超える水準となっています。 

本市においても平成３１年３月に「小郡市自殺対策計画」を策定し、「生き

ることの包括的な支援」として、地域全体で自殺対策に取り組み、「誰も自殺

に追い込まれることのない小郡市」の実現を目指してきたところです。 

今回、これまでの計画推進の状況を踏まえ、自殺対策の更なる充実を図るべ

く、「小郡市自殺対策計画（第２期）」を策定いたしました。 

 

 

自殺の危機要因イメージ図(厚生労働省資料) 
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出典：日本の自殺者数の推移(警視庁「自殺統計」) 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に定める「市町村地域自殺対策計

画」であり、国の自殺対策基本法の基本理念や「自殺総合対策大綱」の基本理

念や基本方針を踏まえて策定します。 

 

３ 計画の推進期間 

 国の自殺総合対策大綱がおおむね５年を目途に見直しが行われることを踏ま

え、本計画の推進期間は令和６年度（２０２４年度）から令和１０年度（２０

２８年度）までの５年間とします。 
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４ 計画の数値目標 

 自殺対策を通じて最終的に目指すのは「誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現」です。こうした中、自殺総合対策大綱における国の数値目標は、

令和８年までに自殺死亡率を平成２７年の１８．５と比べて、３０％以上減少

となる１３．０以下を目標としています。また、国の目標に準じて、福岡県の

自殺対策計画では県計画（第２期）の最終年である令和９年までに、平成２７

年の１７．８と比べて３０％以上の減少となる１２．０以下を目標としていま

す。 

このような国・県の方針を踏まえながら、小郡市での自殺対策計画の目標値

としては、自殺対策計画（第２期）の最終年である令和１０年までに国の目標

である平成２７年の１８．５と比べて３０％以上の減少となる１３．０以下を

目指します。 

                        

 平成 27 年

（2015 年） 

【国基準】 

令和 4年 

(2022 年) 

【小郡市の現状】 

令和 10 年 

(2028 年) 

【小郡市の目標】 

自殺死亡率 

(人口１０万人対) 
１８．５ １６．８ １３．０以下 

 ※出典：地域における自殺の基礎資料 
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第２章 小郡市の自殺の特徴 

 

１ はじめに 

 実効性ある自殺対策を推進するためには、地域の自殺の現状を正確に把握す

る必要があります。そのため、本市では、自殺総合対策推進センターが各自治

体の実態をまとめた「地域自殺実態プロファイル」や厚生労働省「人口動態統

計」、警察庁「自殺統計」を活用し、多角的な視点で自殺の現状分析に努めま

した。 

 

２ 統計から見る小郡市の自殺の現状  

（１）自殺者数・自殺死亡率の現状 

小郡市の年間自殺者数は、平均８．６人です。減少傾向が続いていました

が、令和３年に９名と増加に転じ、翌令和４年も１０名と増加傾向になってい

ます。 

また、人口１０万人あたりの自殺者数をあらわす自殺死亡率も自殺者数と同

様、令和３年に１５．１、令和４年に１６．８と増加が続いています。 

 

 〇自殺者数の推移（住居地） 

 平成 30 年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 

全 国 20,668 19,974 20,907 20,820 21,723 

福岡県 861 816 884 914 890 

小郡市 10 7 7 9 10 

出典：警察庁「自殺統計」 

 

 〇自殺死亡率の推移 

 平成 30 年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 

全 国 16.1 15.6 16.4 16.4 17.2 

福岡県 16.7 15.9 17.2 17.8 17.4 

小郡市 16.7 11.7 11.7 15.1 16.8 

出典：警察庁「自殺統計」 
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〇自殺死亡率と自殺者数の推移（Ｈ３０年～Ｒ４年） 

 

                    出典：自殺総合対策推進センター 

 

 

（２）男女・年齢別割合 

 平成３０年から令和４年までの小郡市における自殺者について、性別・年

齢階級別でみると、男性の自殺者数が女性を大きく上回っています。また、

２０歳未満・２０歳代・８０歳以上の男性と３０歳代・５０歳代・６０歳代

女性の割合が、全国に比べると多くなっています。 

 

〇小郡市における自殺者の男女・年齢別集計 

年齢

区分 

20 歳

未満 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

80 歳

以上 

男性 3 5 1 5 5 4 2 4 

女性 0 0 3 0 4 3 2  2 

合計 3 5 4 5 9 7 4 6 

出典：警察庁「自殺統計」 

 

 

 

 

(人口 10万対) （人） 
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  〇小郡市における自殺者の男女・年齢別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）有職者・無職者の割合 

 平成３０年～令和４年に自殺で亡くなった４３人のうち、有職者・無職者の

割合をみると、６３％が無職者であり、無職者の割合が高くなっています。 

 

〇自殺者における有職・無職およびその内訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 
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％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

□ 有 職 

37% 

■ 無 職 
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職の有無 人数 合計 

 有職者 16 16 

 無職者 

主婦 4 

27 
失業者 3 

年金・雇用保険等生活者 5 

その他 15 

         出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」 

 

 

（４）同居人の有無 

 同居人の有無別でみると、平成３０年～令和４年に自殺で亡くなった４３人

のうち、同居人がいる人の割合が７０％でした。 

 

〇自殺者における同居人の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」 

 

 

 

 

 

 

同居人あり

70%

同居人なし

30%

同居人あり 同居人なし
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（５）小郡市におけるリスクが高い対象群 

 小郡市における自殺者の平成２９年～令和３年の５年間の累計について、性

別・年齢・職業・同居人の有無による自殺者数や自殺死亡率を比較すると、自

殺者が最も多い区分が「男性・４０～５９歳・無職・同居」であり、次いで

「女性・６０歳以上・無職・独居」と「男性・６０歳以上・有職・同居」と続

きます。 

 

〇小郡市における高リスク対象群 

上位５区分 
自殺者数

５年計 
割合 

自殺死亡率 

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危機経路の例 

男性 40～59

歳無職同居 
５人 11.6% 22.4 人 

失業→生活苦→借金＋家族間の不和

→うつ状態→自殺 

女性 60 歳以

上無職独居 
4 人 9.3% 47.6 人 

死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ

状態→自殺 

男性 60 歳以

上有職同居 
4 人 9.3% 26.6 人 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→

アルコール依存→うつ状態→自殺／

②【自営業者】事業不振→借金＋介

護疲れ→うつ状態→自殺 

男性 60 歳以

上無職同居 
4 人 9.3% 17.2 人 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み

（疲れ）＋身体疾患→自殺 

女性 60 歳以

上無職同居 
4 人 9.3% 11.0 人 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

自殺死亡率の算出に用いた人口（母数）は、総務省「令和２年国勢調査」就業状態等基 

本集計を基に自殺総合対策推進センターにて推計したもの。 

「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推 

定したもの。 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」 
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（６）原因・動機別自殺者数と原因・動機別割合 

 小郡市の自殺者の原因・動機について、警察庁「自殺統計」（３つまで複数

計上可）によると、平成３０年～令和４年の５年間の累計で、多い順に健康問

題の２６件（４３％）、次いで経済・生活が１１件（１８％）、家庭問題が７件

（１１％）等と続きます。 

 この原因・動機を全国や福岡県と比較してみると、健康問題が最も高い割合

であるのは共通します。 

 

〇原因・動機別自殺者数 

 家庭 健康 勤務 
経済・

生活 
男女 学校 その他 不詳 

全 国 17,160 52,809 10,729 17,891 3,838 2,058 6,343 25,801 

福岡県 830 2,287 495 993 239 105 305 587 

小郡市 7 26 3 11 5 1 3 5 

※原因・動機を最大３つまで計上可能としているため、原因・動機別人数と実

人数は一致しない。 

出典：警察庁「自殺統計」 
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第３章 自殺対策の基本的な考え 

１ 基本理念 

  

 

 

自殺総合対策大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援であることを改

めて確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出していま

す。本市では「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指しま

す。 

 

 ２ 基本方針 

令和４年１０月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえ、本市では以下

の５点を、自殺対策における「基本方針」として、本計画の推進を図ります。 

 

(１) 「生きることの包括的な支援」として推進 

 個人においても地域においても「生きることの促進要因(自己肯定感、地域

とのつながり等)」より「生きることの阻害要因(失業や多重債務、生活苦

等)」が上回ったときに自殺リスクが高まります。 

 そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、

「生きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リス

クを低下させる方向で取組を進めます。 

 

(２) 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

 自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を

防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括

的な取組が重要です。また、このような包括的な取組を実施するためには、 

そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれの自殺対策の一翼を

担っているという意識を共有し、連携した取組を進めます。 

  

(３) 対応の段階に応じてレベルごとの対策の効果的な連動 

 自殺対策の個々の施策は、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前

対応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危険対応」、それ

に自殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」の、それぞれ

の段階において施策を講じる必要があります。それぞれの段階に応じた効果的

な取組や、体制づくりを総合的に推進します。 

 ～誰も自殺に追い込まれることのない小郡市を目指して～ 
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(４) 実践と啓発の推進 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こりうる危機」ですが、危機

に陥った人の心情や背景が理解されにくい現状があります。そうした心情や背

景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求める

ことが適切であるということが、地域全体の共通認識となるように取り組みを

進めます。 

 また、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、

精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、メ

ンタルヘルスへの理解促進も含め、広報活動、教育活動等に取り組みます。 

  

(５) 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現させるためには、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連携・協働して国を挙げて

自殺対策を総合的に推進することが必要です。そのため、それぞれの主体が果

たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築し

ていきます。 
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第４章 小郡市における自殺対策の具体的取組 

１ 施策体系 

 国が定める「自殺対策政策パッケージ」において全国的に共通して取り組む

べき「基本施策」と、本市の自殺の実態を踏まえた「重点施策」を設定してい

ます。「重点施策」は本市において特に自殺の実態が深刻である「高齢者への 

支援」「生活困窮者・無職者等への支援」「働く世代への支援」を重点施策とし

て推進し、成果指標を設定して評価を行います。 

 

 

 

 基本理念  ～ 誰も自殺に追い込まれることのない小郡市を目指して ～       

 

 

 基本方針  １ 「生きることの包括的な支援」として推進 

  ２ 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

  ３ 対応の段階に応じてレベルごとの対策の効果的な連動 

  ４ 実践と啓発の推進 

  ５ 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【５つの基本施策】 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

３ 市民への啓発と周知 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 児童・生徒の SOS の出し方に関する教育 

(子ども・若者対策含む) 

【３つの重点施策】 

１ 高齢者への支援 

２ 生活困窮者・無職者等への支援 

３ 働く世代・経営者への支援 
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２ 基本施策 

 

 地域で自殺対策を推進するために基盤となるのが、連携・ネットワークで

す。それぞれの事業を通じて展開されているネットワーク等と自殺対策との連

携の強化に努めます。 

 

事業名 取 組 担当課 

要保護児童対策

地域協議会 

要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要

支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を

実施することを目標としています。児童福祉

機関・保健医療機関・教育機関等で構成して

います。 

子育て 

支援課 

重層的支援会議 

・支援会議 

（重層的支援体

制整備事業） 

庁内関係課や関係機関で協議し、対象者の属

性を問わない「相談支援」「参加支援」「地域

づくり」の取組を一体的に実施することで、

複雑化した支援ニーズに対応するための包括

的な支援体制を整備していきます。 

福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 
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さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人に対して早期の「気づき」が重要

であり。そのための人材の育成は、対策を推進するための基盤となる取り組み

です。本市では自殺対策を推進するために職員や市民・さまざまな分野に関連

する人を対象にした研修会等を開催することで誰も自殺に追い込まれることの

ない地域を目指します。 

 

(１)職員を対象とする研修 

事業名 取 組 担当課 

人権・同和問題

職員研修 

人権意識を高めるための啓発を実施すること

で、ともに生きる地域づくりを行える人材育

成につなげます。 

人事 

法制課 

 

(２) 市民・地域住民を支える人を対象とする研修 

事業名 取 組 担当課 

ゲートキーパー

研修 

地域で活動を行っている団体・個人に対し

て、ゲートキーパー研修を行い、市民が「気

づき」「声かけ」「つなぎ」「見守る」等のゲー

トキーパーの取り組みができるよう支援す

る。 

福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 
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自殺に追い込まれるという危険に陥った人の心情や背景は理解されにくいと

いう現実があります。また市民が相談機関や相談窓口の存在を知らなければ、

誰かが問題を抱えた際に適切な支援へとつなげることができません。 

 そこで、本誌では地域や関係機関等とのさまざまな接点を活かして相談機関

等に関する情報を提供するとともに、市民が自殺対策について理解を深められ

るよう、講演会等を開催し、自殺対策における市民一人ひとりの意識の共有を

図ります。 

 

事業名 取 組 担当課 

自殺予防週間・

自殺対策強化 

月間の実施 

９月の自殺予防週間や、３月の自殺対策強化月

間に、広報やポスターを通じて、普及啓発を実

施します。 

福祉課 

相談の受け皿の

周知徹底 

広報やホームページを通じ、各相談窓口の周知

を図ります。 

庁内 

関係課 

講演会等の実施 
自殺予防についての講演会や研修会を行い、普

及啓発を実施します。 
福祉課 

人権教育・ 

啓発活動の実施 

学校や地域社会など、様々な機会や場所を捉え

て人権教育・啓発活動を行います。 

人権・同

和教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策３ 市民への啓発と周知 
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「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因」

を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で取り

組みを進めます。 

 

（１） 妊産婦・子育てをしている保護者への支援 

事業名 取 組 担当課 

妊産婦家庭訪問 

新生児家庭訪問 
訪問指導員が対象の妊婦さん、新生児を訪問

し、相談などに応じます。 
健康課 

産後ケア事業 

生後４か月未満の赤ちゃんとお母さんを対象

に、産婦人科や助産所でお母さんにゆっくり

してもらいながら、ケアや相談をお受けしま

す。 

健康課 

子育て支援 

センター 

子育て中の親子の交流などを促進し、子育て

中の親の孤独感や不安解消を図ります。 

子育て 

支援課 

子ども専用 

メール「あのね」 

１８歳までの子どもの相談について、家族に

知らせることなく、メールでやりとりができ

ます。 

子育て 

支援課 

子ども家庭支援

センター 

子育ての相談に関する総合窓口です。妊娠期

から継続的な子育て支援に取り組みます。 

子育て 

支援課 

母子・父子・寡

婦相談 
ひとり親家庭の悩み、児童の修学資金などの

相談窓口です。匿名での相談も可能です。 

子育て 

支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援 
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（２）高齢者への支援 

事業名 取 組 担当課 

高齢者総合 

相談 

高齢者に関する悩み、不安の相談を実施しま

す。 

長寿 

支援課 

老人クラブ 

活動推進 

現在小郡市には老人クラブ連合会があり、そ

の中に各単位老人クラブが加盟しています。

活動状況を紹介し、住民の理解を図るととも

に、組織の充実を支援していきます。 

長寿 

支援課 

生きがい活動支

援通所サービス 

要支援・要介護認定を受けていない高齢者

の、介護予防のための通所デイサービスで

す。簡単な運動、趣味活動・給食・入浴など

を行います。 

長寿 

支援課 

軽度生活援助事

業 

ひとり暮らしの高齢者、または高齢者夫婦な

どが自立した生活を継続できるよう簡易な日

常生活上の援助を行います。 

長寿 

支援課 

食の自立支援事

業 

心身の状況により、食事の確保が困難な高齢

者向けにお弁当を宅配します。 

長寿 

支援課 

高齢者等はつら

つ教育事業 

（たなばた学遊

倶楽部） 

高齢者がシニアライフを活き活きと過ごすた

めに、生きがいづくりや社会参加活動につい

て学び、それを地域で活かすためのボランテ

ィア活動への参加を推進します。 

生涯 

学習課 

 

 

（３） 生活困窮者への支援 

事業名 取 組 担当課 

生活保護の 

相談 
生活保護に関する相談を受け付けています。 福祉課 

生活困窮者自立 

支援相談の実施 

さまざまな理由で生活に困っている方が一歩

を踏み出すために、解決策を一緒に考えま

す。また、相談内容により各種機関と連絡調

整しながら課題を整理し、支援の方針を決め

ていきます。 

福祉課 
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（４） すべての市民への支援 

事業名 取 組 担当課 

障がい者 

総合相談 

障がいのある人、保護者、介護者からの相談

に応じ、必要な情報提供や、権利擁護のため

必要な援助を行います。 

福祉課 

消費生活相談 

商品売買の契約、多重債務など、消費生活等

の相談について、専門相談員が解決に向けた

お手伝いをします。 

商工 

観光課 

人権相談 
人権擁護委員が、人権についてお困りの方の

相談に応じます。 

人権・同

和対策課 

あすてらす健康

相談 

保健師や管理栄養士が、心や身体の健康、栄

養に関する相談を行います。 
健康課 

「たなばた」 

家族広場 

うつ病についての基本的な知識を身につけ、

参加者の意見交換等をとおして、家族の支援

を行います。 

福祉課 

ひきこもり相談 
ひきこもり状態にある方やその家族、関係者

を対象として相談会等を実施します。 
福祉課 
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 子ども・若者に対する自殺対策は、地域の関係者等と連携しつつ、児童・生

徒や保護者等が抱え込みがちな、自殺リスクの早期発見に努めるとともに、児

童・生徒が様々な困難や問題に直面した際に相談することができる環境づくり

の推進を図ります。  

 

事業名 取 組 担当課 

学 社 融 合 事 業

（中学生との赤

ちゃんふれあい

体験学習） 

核家族化・少子化が進み、乳幼児と接する機会

が減少している思春期の子どもに対し、乳幼児

と触れ合う機会を提供し、命の大切さについて

学習します。 

生涯 

学習課 

小郡市いじめ 

問題等対策連絡

協議会 

ＰＴＡ関係者、関係行政機関職員、学校関係者

等にて構成され、小・中学校のいじめ問題等の

実態と取り組み等について共有し、機関・団体

の連携推進及び連絡調整を行うとともに、いじ

め問題の対策や学校への支援について解決を図

ります。 

学校 

教育課 

不安や悩みに関

するアンケート 

市内の小・中学校において、定期的（年３回）

に、いじめや虐待、ヤングケアラー等に関する

アンケートを実施することで、悩み等に関して

助けの声をあげたり、その声に気づく機会とし

ます。 

また、毎月、学校生活全般の状況を把握するア

ンケートを実施します。 

学校 

教育課 

教育相談 
学期に１回、児童生徒と学校生活や学習等の悩

みや今後の目標などの面談を実施します。 

学校 

教育課 

スクール 

カウンセラー 

活用事業 

学習障がいや高機能自閉症等の発達障がい、い

じめ・不登校の問題行動等がある児童・生徒へ

の対応を図るため、スクールカウンセラーを市

内小・中学校へ派遣し、児童・生徒、保護者、

教職員の相談に応じ、学校生活への適応を促す

ための支援を実施します。 

学校教

育課 

 

 基本施策５ 児童・生徒の SOS の出し方に関する教育 

                  (子ども・若者対策含む)の支援 
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３ 重点施策 

 

 

平成３０年から令和４年の５年間の自殺者のうち、６０歳以上の占める割合

は３９．５％です。 

高齢者の自殺については、身体疾患の発症等による介護や生活困窮といった

問題の発生、閉じこもりや抑うつ状態から孤立・孤独に陥ること等、高齢者特

有の問題を踏まえつつ、様々な背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要

です。そのため、高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の

強化といった「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きること

の促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させ

る方向で取組を進めます。 

 

<<成果指標>> 

指 標 名 
現 状 

(Ｈ２９年からＲ３年の合計) 

目 標 

(Ｒ６年からＲ10 年の合計) 

６０歳以上の自殺死亡率 
(地域における自殺の基礎資料) 

１９．７ 現状を下回る 

 

<<成果項目>> 

事 業 名 取 組 

高齢者総合相談 高齢者に関する悩み、不安の相談を実施します。 

老人クラブ 

活動推進 

現在小郡市には老人クラブ連合会がありその中に各単位老人クラ

ブが加盟しています。活動状況を紹介し、住民の理解を図るとと

もに、組織の充実を支援していきます。 

生きがい活動支援 

通所サービス 

要支援・要介護認定を受けていない高齢者の、介護予防のための

通所デイサービスです。簡単な運動、趣味活動・給食・入浴など

を行います。 

軽度生活援助事業 
ひとり暮らしの高齢者、または高齢者夫婦などが自立した生活を

継続できるよう簡易な日常生活上の援助を行います。 

食の自立支援事業 
心身の状況により、食事の確保が困難な高齢者向けにお弁当を宅

配します。 

たなばた学遊 

倶楽部 

高齢者がシニアライフを活き活きと過ごすために、生きがいづく

りや社会参加活動について学び、それを地域で活かすためのボラ

ンティア活動への参加を推進します。 

 

 

重点施策１ 高齢者への支援 
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 自殺者数を職業別にみると無職者の割合が約６割を占め、原因動機別でみる

と「経済・生活問題」を理由とするものが１８％を占めていることから、生活

困窮者への対策は重要となっています。 

 厚生労働省は自治体に対し、令和５年３月に「生活困窮者自立支援制度と自

殺対策施策との連携について」（厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）

を改正しました。本通知において自殺の防止は、「精神保健の視点だけでなく

本人の経済・生活面や人間関係等に係る視点を含めた包括的な生きる支援を展

開することが重要」としており、取り組みの実施に向けて、「様々な分野の支

援者や組織が密接に連携する必要がある」と指摘しています。生活困窮者自立

支援制度の自立支援相談につなぐ等連携することで、効果的な対策を進めてい

きます。 

 

<<成果指標>> 

指 標 名 
現 状 

(Ｈ３０年からＲ４年の合計) 

目 標 

(Ｒ６年からＲ１０年の合計) 

「経済・生活問題」を原

因・動機とした自殺者数 

(地域における自殺の基礎

資料) 

１１人 現状を下回る 

 

<<成果項目>> 

事 業 名 取 組 

生活保護の相談 生活保護に関する相談を受け付けています。 

生活困窮者自立 

支援窓口相談 

さまざまな理由で生活に困っている方が一歩を踏み出すた

めに、解決策を一緒に考えます。また、相談内容により各

種機関と連絡調整しながら課題を整理し、支援の方針を決

めていきます。 

 

 

 

 

 

 

重点施策２  生活困窮者・無職者等への支援 
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 「勤務問題」を原因・動機とする自殺者は２０歳代から７０歳代まで幅広くなって

います。「勤務問題」の詳細を見ると、仕事疲れや職場環境の変化、仕事の失敗、職場

の人間関係などであることから、職域と連携し、労働者が心身ともに健康でやりがい

を持って働き続けることができるよう、職場におけるメンタルヘルスの重要性の啓発

を行います。 

 また、働きやすい環境づくり、早期に相談や支援につながるための体制づくりを職

域と連携して取り組みます。 

 

<<成果指標>> 

指 標 名 
現  状 

(Ｈ３０年からＲ４年の合計) 
目  標 

(Ｒ６年からＨ１０年の合計) 

「勤務問題」を原因・動

機とした自殺者数 

(地域における自殺の基礎

資料) 

３人 現状を下回る 

 

<<成果項目>> 

「勤務問題」を始めとする様々な悩みやストレスについて早期に相談できるよう相談

の窓口の充実、利用促進のための周知、メンタルヘルスに関する情報提供を行います。 

 

事 業 名 取 組 

経営者・労働者の相

談事業 

経営者や労働者からの長時間労働やハラスメントに関する相談

があった場合に、相談内容に応じて県等が実施している各種相

談や制度の紹介を行います。 

職域向けメンタルヘ

ルス講演会 

国や県、保険者等の労働関係機関や精神保健部局と一緒に、企

業等の経営者や人事労働担当者を対象としたメンタルヘルスに

関する講演会を実施し、メンタルヘルスに関する情報提供を行

うと共に、相談窓口の周知を行う。 

 

 

 

 

重点施策３ 働く世代・経営者への支援 
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第５章 参考資料 

 

○自殺対策基本法 

（平成十八年六月二十一日） 

（法律第八十五号） 

第百六十四回通常国会 

第三次小泉内閣 

改正 平成二七年九月一一日法律第六六号 

同二八年三月三〇日同第一一号 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四

条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で

推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を

目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、

自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対

策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援

の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社

会の実現に寄与することを目的とする。 

（平二八法一一・一部改正） 
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（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえ

のない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希

望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資する

ための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適

切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではな

く、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組とし

て実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであるこ

とを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施

されるようにしなければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生し

た後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策

として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的

な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 

（平二八法一一・一部改正） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっ

とり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつ

つ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な

助言その他の援助を行うものとする。 

（平二八法一一・一部改正） 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するととも

に、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

（平二八法一一・旧第五条繰上） 
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（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関す

る理解と関心を深めるよう努めるものとする。 

（平二八法一一・旧第六条繰上・一部改正） 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に

関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（平二八法一一・追加） 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるととも

に、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化

月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三

月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開す

るものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的

に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りなが

ら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとす

る。 

（平二八法一一・追加） 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十

二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学

校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策

に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果

的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。 

（平二八法一一・追加） 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの 
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者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に

侵害することのないようにしなければならない。 

（平二八法一一・旧第七条繰下） 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

（平二八法一一・旧第九条繰下） 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺

対策に関する報告書を提出しなければならない。 

（平二八法一一・旧第十条繰下・一部改正） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（平二八法一一・追加） 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合

的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合

対策大綱」という。）を定めなければならない。 

（平二八法一一・追加） 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都

道府県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において

「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情

を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条に

おいて「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

（平二八法一一・追加） 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当

該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的

な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する 
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経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚

生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付すること

ができる。 

（平二八法一一・追加） 

第三章 基本的施策 

（平二八法一一・旧第二章繰下） 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資す

るため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の

状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保

持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するととも

に、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整

理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するため

の体制の整備を行うものとする。 

（平二八法一一・旧第十一条繰下・一部改正） 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力

を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施

策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十三条繰下・一部改正） 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健

康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の

教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な

施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを

講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しな

ければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関 
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係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人が

かけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての

意識の涵
かん

養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた

場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該

学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよ

う努めるものとする。 

（平二八法一一・旧第十四条繰下・一部改正） 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることに

より自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよ

う、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下こ

の条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質

かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病について

の診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携

の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医と

その地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関

する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講

ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十五条繰下・一部改正） 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見

し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備

及び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十六条繰下） 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよ

う、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとす

る。 

（平二八法一一・旧第十七条繰下・一部改正） 

（自殺者の親族等の支援） 
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第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未

遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への

適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十八条繰下・一部改正） 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の

親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十九条繰下・一部改正） 

第四章 自殺総合対策会議等 

（平二八法一一・旧第三章繰下・改称） 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会

議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議

し、及び自殺対策の実施を推進すること。 

（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十条繰下・一部改

正） 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出に

より、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。 
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（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十一条繰下・一部

改正） 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつ

き、必要な組織の整備を図るものとする。 

（平二八法一一・追加） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

（平成一八年政令第三四三号で平成一八年一〇月二八日から施行） 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基

本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十

七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置か

れる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し

必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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